
「医薬品の自己負担額の新たな仕組み」について（２０２４年１０月～） 

後発医薬品（ジェネリック）がある薬で、先発医薬品の処方を希望される

場合は、特別の料金をお支払いいただきます。 

この機会に、後発医薬品の積極的なご利用をお願いいたします。 

詳しくは、こちらをご覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html

